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令和７年度 明光保育園卒園式等に係る写真，映像の USBメモリーの 

送付について（お知らせ） 

 

満開の桜の下で卒園を迎えてから，若葉の緑が目にしみる季節となりました。 

卒園児の皆さんは，大きなランドセルや小学校の生活にも慣れて，お元気で日々，勉強

に運動に遊びにと，目を輝かして，夢に向かってチャレンジされていることと思います。 

さて，大変遅くなりましたが，２月，３月の保育活動や卒園式の写真と映像，小学校の

入学式の後のランドセル姿の写真をUSBメモリーに取りまとめましたのでお送りします。 

ご家庭で，お子さんとご覧いただき，明光保育園での思い出を深めていただければと思

います。 

なお，お送りした USBの視聴や取扱については，別紙の「園児の肖像権等の使用に関

する配慮事項」をご参考いただきますようお願いします。 

 また，保護者会から卒園式の写真の贈呈がありましたので同封させていただきます。 

 

 

 

 

                         写真・映像担当：金井，乃美 

                         連絡先：082-824-7801 

 

  



別紙  

園児の肖像権等の使用に関する配慮事項 

 

１ 使用の範囲 

（１）広範使用（使用（閲覧）範囲が特定されないもの。） 

   ホームページ，外部広報（行政，マスコミを含む。），求人情報など 

（２）限定使用（使用（閲覧）範囲が関係者に限定されるもの。） 

園だより，保育材料，園内掲示物，保護者向け写真・映像， 

法人・園内資料及び記録，コンクールへの出展（園児の作品）など 

 

２ 使用上の配慮 

（１）広範使用 

  ・使用期間は，原則として，1年以内とします。 

  ・園児の名誉を傷つけるような使用はしません。 

  ・名前，住所，電話番号，生年月日などの個人が特定される情報は使用しません。 

・画像は，個人が特定されないよう名前の表示を削除するとともに，画像を加工 

します。ただし，個人を特定する必要がある場合（顕彰など）には，保護者の同意を

得た上で使用することがあります。 

  ・作品などを加工して使用する場合には，保護者の同意を得た上で使用します。ただ

し，誤字など明らかな誤りは，著作物の内容を変更しない範囲で修正します。 

  ・保護者から当該園児に係るものについて，提供の停止又は削除の要請があった場合

は，速やかに提供の停止又は削除を行います。  

（２）限定使用 

  ・作品などを加工して使用する場合には，保護者の同意を得た上で使用します。ただ

し，誤字など明らかな誤りは，著作物の内容を変更しない範囲で修正します。 

  ・保護者から当該園児に係るものについて，提供の停止又は削除の要請があった場合

は，速やかに提供の停止又は削除を行います。 

 

３ 使用制限 

  保護者の方は，限定使用で提供されたものは家庭内のみで保存，閲覧してください。 

なお，当園の承諾を得ることなく，複製，加工し，又は第三者に提供しないでくださ

い。 

また，使用制限が守られていないことが判明したときは，限定使用の全部又は一部の

使用，提供を中止することがあります。 


